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○被災地を工事現場とする建設工事請負契約に関する紛争の早期解決支援

～ 中央建設工事紛争審査会による復旧・復興支援あっせん（仮称） ～

被災地３県（岩手・宮城・福島）を工事現場とする復旧・復興事業等の建設工事請負契約に関する紛争の解決を図るために

中央建設工事紛争審査会のあっせん手続を利用する場合について、申請人の希望により、あっせん審理の開催場所として
東北地方整備局（仙台市青葉区）を選択できることとする。 【特例適用期間：復興集中期間（～Ｈ２７年度末）】

中央建設 事紛争審 会 復旧 復興支援 ん（仮称）

建設工事の請負契約に関する紛争の発生（代金不払い、工事瑕疵、契約解除など）

あっせんの申請

○一方又は双方が国土交通大臣許可の場合
○双方が建設業者で、許可した
都道府県知事が同一の場合

○一方のみが建設業者で
都道府県知事許可の場合

あっせんの申請

管
轄

＜中央審査会＞＜都道府県審査会＞

○双方が建設業者で、許可した都道府県知事が異なる場合○双方が建設業者でなく、工事現場が
当該都道府県内の場合

都道府県知事が同 の場合
区
分

＜中央審査会＞＜都道府県審査会＞

各都道府県庁（県庁所在地）で

審

国土交通省本省（霞が関）で審理

〔本特例措置〕
工事現場が被災地３県内で、

〔原 則〕

各都道府県庁（県庁所在地）で
審理を開催理

国土交通省本省（霞が関）で審理
を開催 （中央審査会の所在地）

東北地方整備局（仙台市青葉区）
で審理を開催

申請人が希望する場合

１

申請人の負担を軽減し、
復旧・復興事業等の施工に
集中できる環境を整備



○建設工事紛争審査会の概要（その１）

１．建設工事紛争審査会

○ 建設工事の請負契約に関する紛争のあっせん、調停、仲裁を行うＡＤＲ機関（裁判外紛争解決機関）

○ 建設業法（25条）の定めにより、国土交通省（中央審査会）及び各都道府県（都道府県審査会）に設置

○ 昭和31年発足 半世紀以上にわたる実績 ＡＤＲ機関の草分け

○ 建設工事の請負契約に関する紛争のあっせん、調停、仲裁を行うＡＤＲ機関（裁判外紛争解決機関）

○ 建設業法（25条）の定めにより、国土交通省（中央審査会）及び各都道府県（都道府県審査会）に設置

○ 昭和31年発足 半世紀以上にわたる実績 ＡＤＲ機関の草分け○ 昭和31年発足、半世紀以上にわたる実績、ＡＤＲ機関の草分け

○ 建設工事の紛争に特化し、専門的・技術的な知見を活かして、非公開で早期に解決を図るところに特徴

○ 平成24年度の新規申請件数は、中央審査会50件、都道府県審査会105件

○ 昭和31年発足、半世紀以上にわたる実績、ＡＤＲ機関の草分け

○ 建設工事の紛争に特化し、専門的・技術的な知見を活かして、非公開で早期に解決を図るところに特徴

○ 平成24年度の新規申請件数は、中央審査会50件、都道府県審査会105件

○建設業法
（建設工事の請負契約の内容）

○建設業法
（建設工事の請負契約の内容）

２．建設工事請負契約約款等での位置付け

（建設工事の請負契約の内容）
第19条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

一～十三 （略）
十四 契約に関する紛争の解決方法

２・３ （略）

○民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款

（建設工事の請負契約の内容）
第19条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

一～十三 （略）
十四 契約に関する紛争の解決方法

２・３ （略）

○民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款○民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款
第３４条（紛争の解決）
（１） この契約について発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、発注者と受注者の双方または一方から相手方の承認する第三者を選んでこれにその解決を依頼するか、または建設

業法による建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）のあっせんもしくは調停によってその解決を図る。
（２） 発注者または受注者が本条（１）により紛争を解決する見込がないと認めたとき、または審査会があっせんもしくは調停をしないものとしたとき、または打ち切ったときは、発注者または

受注者は、仲裁合意書にもとづいて審査会の仲裁に付することができる。
（３） （略）

○民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款
第３４条（紛争の解決）
（１） この契約について発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、発注者と受注者の双方または一方から相手方の承認する第三者を選んでこれにその解決を依頼するか、または建設

業法による建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）のあっせんもしくは調停によってその解決を図る。
（２） 発注者または受注者が本条（１）により紛争を解決する見込がないと認めたとき、または審査会があっせんもしくは調停をしないものとしたとき、または打ち切ったときは、発注者または

受注者は、仲裁合意書にもとづいて審査会の仲裁に付することができる。
（３） （略）（３） （略）

○公共工事標準請負契約約款
（あっせん又は調停）
第52条（Ｂ） （中略）この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による［ ］建設工事紛争審査会（中略）のあっせん又は調停によりそ

の解決を図る。 ※注［ ］の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。
２ （略）

（３） （略）

○公共工事標準請負契約約款
（あっせん又は調停）
第52条（Ｂ） （中略）この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による［ ］建設工事紛争審査会（中略）のあっせん又は調停によりそ

の解決を図る。 ※注［ ］の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。
２ （略）２ （略）
（仲裁）
第53条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づ

き、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

２ （略）
（仲裁）
第53条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づ

き、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

２



○建設工事紛争審査会の概要（その２）

３

※申請の手引きを入手希望の方、審査会についてより詳しく知りたい方は、中央又は各都道府県
の審査会事務局にお問い合わせ下さい。
【問合先】
中央建設工事紛争審査会事務局（国土交通省土地・建設産業局建設業課紛争調整官室）
〒100‐8918 東京都千代田区霞が関2‐1‐3 TEL03‐5253‐8111(内線24764) 中央建設工事紛争審査会HP

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000172.html



○建設工事紛争審査会の紛争取扱状況（その１）

350件

建設工事紛争審査会への紛争処理申請件数の推移（S51～H24年度）

250

300

200

250

150 計

50

100
都道府県

中央

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

計 134 164 187 232 254 215 208 215 198 234 227 232 245 258 238 265 249 257 261 269 311 304 302 249 206 212 255 264 226 233 210 216 178 200 152 164 155

0

50

年度
（件）

計 134 164 187 232 254 215 208 215 198 234 227 232 245 258 238 265 249 257 261 269 311 304 302 249 206 212 255 264 226 233 210 216 178 200 152 164 155

都道府県 104 119 150 193 200 166 167 188 164 192 173 184 204 210 199 211 218 217 217 213 255 266 247 204 167 155 186 185 176 178 149 156 132 132 112 123 105

中央 30 45 37 39 54 49 41 27 34 42 54 48 41 48 39 54 31 40 44 56 56 38 55 45 39 57 69 79 50 55 61 60 46 68 40 41 50

４



○建設工事紛争審査会の紛争取扱状況（その２）

建設工事紛争審査会への紛争処理申請件数の類型別内訳（H24年度）

手続別
中央審査会 都道府県審査会 合 計

当事者別
中央審査会 都道府県審査会 合 計

手続別
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

あっせん 3 6.0% 7 6.7% 10 6.5%

調 停 40 80.0% 67 63.8% 107 69.0%

当事者別
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

個人発注者と
請負人間

9 18.0% 50 47.6% 59 38.1%

法人発注者と
請負人間

15 30 0% 27 25 7% 42 27 1%
仲 裁 7 14.0% 31 29.5% 38 24.5%

計 50 100.0% 105 100.0% 155 100.0%

請負人間
15 30.0% 27 25.7% 42 27.1%

元請と下請間 26 52.0% 28 26.7% 54 34.8%

その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

計 50 100.0% 105 100.0% 155 100.0%

工事種類別
中央審査会 都道府県審査会 合 計

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

計 50 100.0% 105 100.0% 155 100.0%

争点別
中央審査会 都道府県審査会 合 計

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

建築工事 30 60.0% 78 74.3% 108 69.7%

土木工事 11 22.0% 19 18.1% 30 19.4%

設備工事 5 10 0% 3 2 9% 8 5 2%

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

下請代金※1 20 40.0% 23 21.9% 43 27.7%

工事代金※2 8 16.0% 41 39.0% 49 31.6%

工事瑕疵 12 24 0% 28 26 7% 40 25 8%設備工事 5 10.0% 3 2.9% 8 5.2%

電気工事 2 4.0% 3 2.9% 5 3.2%

その他 2 4.0% 2 1.9% 4 2.6%

計 50 100.0% 105 100.0% 155 100.0%

工事瑕疵 12 24.0% 28 26.7% 40 25.8%

工事遅延 0 0.0% 1 1.0% 1 0.6%

契約解除 5 10.0% 7 6.7% 12 7.7%

その他 5 10.0% 5 4.8% 10 6.5%

５

計 50 100.0% 105 100.0% 155 100.0%

※1 「下請代金」は下請が元請に代金支払を請求した紛争
※2 「工事代金」は「下請代金」以外の工事代金に関する紛争



○建設工事紛争審査会の紛争取扱状況（その３）

中央建設工事紛争審査会への紛争処理申請件数の工事現場別内訳（H15～24年度）中央建設工事紛争審査会への紛争処理申請件数の工事現場別内訳（H15～24年度）

工事現場別 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川 新潟県 石川県

１５年度 2 0 0 0 0 1 2 3 0 0 4 7 29 14 0 0

１６年度 0 0 1 2 1 0 1 2 2 0 3 3 24 4 0 0

１７年度 1 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 5 22 10 2 1

１８年度 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 7 3 24 11 0 4

１９年度 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 4 6 18 14 1 0

２０年度 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 16 6 0 0

２１年度 0 1 3 1 0 0 3 2 3 0 7 6 15 11 1 0

２２年度 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 5 17 2 1 0

２３年度 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 1 4 16 7 0 0２３年度 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 1 4 16 7 0 0

２４年度 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 3 7 14 3 0 0

計 4 3 8 7 4 4 11 11 9 2 35 48 195 82 5 5

工事現場別 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山 鳥取県 島根県 広島県

１５年度 0 1 0 1 3 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2

１６年度 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0

１７年度 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0

１８年度 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１９年度 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

２０年度 0 1 2 1 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0

２１年度 0 0 1 1 1 2 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0

２２年度 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0２２年度 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0

２３年度 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２４年度 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 3 1 0

計 4 5 4 6 10 10 6 2 1 11 8 3 1 3 3 2

工事現場別 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島 沖縄県 その他 合計

１５年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 79

１６年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50

１７年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 55

１８年度 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 61

１９年度 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 60

２０年度 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 46

２１年度 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 68

６

２１年度 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 68

２２年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

２３年度 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 41

２４年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 50

計 0 0 0 1 0 4 1 5 1 2 5 0 1 11 550



○建設工事紛争審査会の紛争取扱状況（その４）

紛争処理申請件数の審査会別内訳（H15～24年度）紛争処理申請件数の審査会別内訳（H15～24年度）

審査会別
北海道
審査会

青森県
審査会

岩手県
審査会

宮城県
審査会

秋田県
審査会

山形県
審査会

福島県
審査会

茨城県
審査会

栃木県
審査会

群馬県
審査会

埼玉県
審査会

千葉県
審査会

東京都
審査会

神奈川県
審査会

新潟県
審査会

富山県
審査会

石川県
審査会

１５年度 10 2 2 3 1 5 2 4 1 3 16 6 31 15 0 0 1

１６年度 14 9 1 0 2 3 3 3 0 1 10 6 35 15 0 0 0

１７年度 8 6 2 2 4 1 1 1 6 0 10 8 32 24 1 0 0

１８年度 6 1 2 2 2 4 5 3 0 1 10 3 28 17 2 0 1

１９年度 9 4 1 2 2 5 3 4 2 1 10 6 25 21 3 0 0

２０年度 5 4 3 4 2 1 2 2 0 3 5 9 20 15 0 1 1

２１年度 3 2 5 2 0 1 1 2 2 0 4 3 23 16 2 0 3

２２年度 5 2 0 2 1 0 5 4 1 2 13 4 26 19 0 0 0

２３年度 7 1 1 1 3 1 1 3 1 1 8 6 22 15 0 0 0２３年度 7 1 1 1 3 1 1 3 1 1 8 6 22 15 0 0 0

２４年度 6 1 0 1 1 3 2 1 2 1 4 3 21 12 0 0 0

計 73 32 17 19 18 24 25 27 15 13 90 54 263 169 8 1 6

審査会別
福井県
審査会

山梨県
審査会

長野県
審査会

岐阜県
審査会

静岡県
審査会

愛知県
審査会

三重県
審査会

滋賀県
審査会

京都府
審査会

大阪府
審査会

兵庫県
審査会

奈良県
審査会

和歌山県
審査会

鳥取県
審査会

島根県
審査会

岡山県
審査会

広島県
審査会

１５年度 2 1 9 2 1 6 2 2 6 25 7 2 0 0 0 2 6

１６年度 0 1 8 2 1 4 1 1 3 22 1 0 1 2 3 2 5

１７年度 5 1 2 1 0 2 3 2 4 14 9 0 1 0 0 3 6

１８年度 3 0 3 0 0 4 2 3 3 12 9 0 0 1 0 1 2

１９年度 0 1 7 4 0 7 2 3 2 5 2 1 1 2 1 3 2

２０年度 1 1 3 4 1 3 0 0 2 8 3 1 2 6 0 1 9

２１年度 2 0 4 1 0 1 4 1 2 8 4 2 3 3 1 0 11

２２年度 0 0 1 0 1 6 0 2 1 4 0 1 2 0 0 2 1２２年度 0 0 1 0 1 6 0 2 1 4 0 1 2 0 0 2 1

２３年度 0 0 6 1 1 9 5 2 0 6 2 0 3 0 0 0 7

２４年度 0 1 3 1 0 7 2 0 3 9 6 0 1 1 1 0 4

計 13 6 46 16 5 49 21 16 26 113 43 7 14 15 6 14 53

審査会別
山口県
審査会

徳島県
審査会

香川県
審査会

愛媛県
審査会

高知県
審査会

福岡県
審査会

佐賀県
審査会

長崎県
審査会

熊本県
審査会

大分県
審査会

宮崎県
審査会

鹿児島県
審査会

沖縄県
審査会

都道府県
審査会計

中央
審査会

全計

１５年度 1 1 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 185 79 264

１６年度 3 2 3 1 5 2 0 0 1 0 0 0 0 176 50 226

１７年度 3 1 2 1 3 5 1 2 0 0 1 0 0 178 55 233

１８年度 5 0 5 0 2 2 1 0 0 2 0 2 0 149 61 210

１９年度 3 0 3 1 3 1 2 0 0 1 0 0 1 156 60 216

２０年度 2 0 1 1 0 4 0 1 1 0 0 0 0 132 46 178

２１年度 1 1 5 1 0 1 0 2 0 0 1 0 4 132 68 200

７

２１年度 1 1 5 1 0 1 0 2 0 0 1 0 4 132 68 200

２２年度 0 0 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 112 40 152

２３年度 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 1 123 41 164

２４年度 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 105 50 155

計 21 5 23 8 13 24 7 8 2 4 3 3 10 1,448 550 1,998


